
昭
和
五
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被

害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
三
十
六
号
）
第
六
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条

並
び
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
令
（
昭
和
五

十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第

四
条
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
七
条
及
び
別
表
第

一
の
備
考
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

支
給
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
）

第
１
条
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪

被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
５
５

年
政
令
第
２
８
７
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
２

条
第
１
項
の
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
障
害
で
あ
つ
て
、
同
表

に
定
め
る
各
障
害
等
級
の
障
害
に
相
当
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
、
同
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
当
該
障
害
等

級
に
該
当
す
る
障
害
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
場
合
）

第
２
条
　
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
被

害
者
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き

者
で
あ
つ
て
１
８
歳
未
満
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

又
は
第
１
順
位
遺
族
（
１
８
歳
以
上
で
あ
つ
た
者
（
第

１
順
位
遺
族
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
全
て
が
１
８
歳
以
上
で
あ
つ
た
と
き
の
い
ず
れ
か
の

者
）
に
限
る
。
）
と
加
害
者
と
の
間
に
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
親
族
関
係
が
あ
つ
た
と
き
（
婚
姻

を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
生
じ
て
い
た
場
合
そ
の

他
の
当
該
親
族
関
係
が
破
綻
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る

事
情
が
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
と
同
視
す
る
こ
と
が
相
当

と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
場
合
及
び
犯
罪
被
害
者
と

加
害
者
と
の
間
の
親
族
関
係
に
あ
つ
て
は
、
加
害
者
が

人
違
い
に
よ
つ
て
又
は
不
特
定
の
者
を
害
す
る
目
的
で

当
該
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
当
該
犯
罪
行
為
を
行
つ
た

と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
害

者
が
心
神
喪
失
の
状
態
で
当
該
犯
罪
行
為
を
行
つ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
１
）
　
夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
場
合
を
含

む
。
）
又
は
直
系
血
族
（
親
子
に
つ
い
て
は
、
縁
組

の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
養
子
縁
組
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
　
犯
罪
被

害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の

支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
５
５
年
法
律
第
３
６

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
９
条
の
規
定
に
よ

る
額
の
全
部
（
犯
罪
被
害
者
が
１
８
歳
未
満
で
あ
つ

た
第
１
順
位
遺
族
（
第
１
順
位
遺
族
が
２
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
者
。
以
下
同
じ
。
）

を
監
護
し
て
い
た
と
き
は
、
法
第
９
条
の
規
定
に
よ

る
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
）

（
２
）
　
３
親
等
内
の
親
族
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
　
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の
２
を

乗
じ
て
得
た
額
（
犯
罪
被
害
者
が
１
８
歳
未
満
で
あ

つ
た
第
１
順
位
遺
族
を
監
護
し
て
い
た
と
き
は
、
法

第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得

た
額
）

第
３
条
　
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
犯
罪
被
害

者
又
は
第
１
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に
親
族
関
係

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を

支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
加
害
者
が
財
産
上
の
利
益
を
受

け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
第
９

条
の
規
定
に
よ
る
額
の
全
部
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
加
害
者
が
心
神
喪
失
の
状
態
で
当
該
犯

罪
行
為
を
行
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
４
条
　
犯
罪
被
害
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
１

順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
全

部
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
１
）
　
当
該
犯
罪
行
為
を
教
唆
し
、
又
は

ほ
う幇

助
す
る

行
為

（
２
）
　
過
度
の
暴
行
又
は
脅
迫
、
重
大
な
侮
辱
等
当
該

犯
罪
行
為
を
誘
発
す
る
行
為

（
３
）
　
当
該
犯
罪
行
為
に
関
連
す
る
著
し
く
不
正
な

行
為

第
５
条
　
犯
罪
被
害
者
又
は
第
１
順
位
遺
族
に
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
法
第

９
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
全
部
を
支
給
し
な
い
も
の
と

す
る
。

（
１
）
　
当
該
犯
罪
行
為
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
。

（
２
）
　
集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為

を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
。

（
３
）
　
当
該
犯
罪
行
為
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
加
害

者
又
は
そ
の
親
族
そ
の
他
の
加
害
者
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
者
の
生
命
を
害
し
、
又
は
身
体
に
重
大
な
害

を
加
え
た
こ
と
。

第
６
条
　
犯
罪
被
害
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
第
１

順
位
遺
族
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
支
給
し

な
い
も
の
と
す
る
。

（
１
）
　
暴
行
、
脅
迫
、
侮
辱
等
当
該
犯
罪
行
為
を
誘
発

す
る
行
為
　
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の

２
を
乗
じ
て
得
た
額

（
２
）
　
当
該
犯
罪
被
害
を
受
け
る
原
因
と
な
つ
た
不
注

意
又
は
不
適
切
な
行
為
　
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る

額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額

第
７
条
　
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
犯
罪
被

害
者
又
は
第
１
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に
密
接
な

関
係
が
あ
つ
た
と
き
（
３
親
等
内
の
親
族
に
該
当
す
る

親
族
関
係
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
法
第
９
条

の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支

給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
８
条
　
第
４
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
社

会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給

し
な
い
も
の
と
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
１
）
　
第
４
条
又
は
第
５
条
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場

合
　
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の
２
を
乗

じ
て
得
た
額

（
２
）
　
第
６
条
第
１
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
　

法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
額

（
３
）
　
第
６
条
第
２
号
又
は
前
条
に
定
め
る
事
由
が
あ

る
場
合
　
零

２
　
前
項
第
１
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
（
第
５
条
第

２
号
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

て
、
当
該
組
織
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
当
該
犯
罪
行
為

が
発
生
し
た
こ
と
に
関
連
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
あ
つ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
現
に
当
該
組
織
に
属
す
る
者
で
な
い
と

き
は
、
同
項
第
１
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
し

な
い
も
の
と
す
る
額
は
、
零
と
す
る
。

第
９
条
　
第
２
条
か
ら
第
７
条
ま
で
に
定
め
る
犯
罪
被
害

者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な
い
も
の
と

す
る
事
由
の
う
ち
、
２
以
上
の
事
由
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
う
ち
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
額
（
第
４
条

か
ら
第
７
条
ま
で
に
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
に
定

め
る
額
）
が

も
大
き
い
事
由
に
係
る
額
を
支
給
し
な

い
も
の
と
す
る
。

第
１
０
条
　
第
２
条
か
ら
第
７
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
と
加
害
者
と
の
関

係
そ
の
他
の
事
情
か
ら
判
断
し
て
、
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
を
支
給
し
、
又
は
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
額
を

支
給
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
適
切
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
第
２
条
か
ら
第
７
条
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
準
じ
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
全
部
又
は
一

部
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
１
１
条
　
既
に
身
体
上
の
障
害
の
あ
る
者
が
、
当
該
犯

罪
行
為
に
よ
り
、
同
一
の
部
位
に
つ
い
て
障
害
の
程
度

を
加
重
し
た
場
合
に
お
け
る
障
害
給
付
金
の
額
は
、
障

害
給
付
基
礎
額
に
、
そ
の
加
重
さ
れ
た
身
体
上
の
障
害

の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
ず
る
令
第
１
５
条

各
号
に
定
め
る
倍
数
か
ら
、
既
に
あ
つ
た
身
体
上
の
障

害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
等
級
に
応
ず
る
同
条
各
号

に
定
め
る
倍
数
を
差
し
引
い
て
得
た
倍
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

（
令
第
３
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付

等
）

第
１
２
条
　
令
第
３
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
給
付
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
１
４
年
法
律
第
７
３
号
）

第
８
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害

年
金
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
２
２
年
法

律
第
５
０
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
又
は

障
害
年
金
を
受
け
る
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
障
害
手
当
金
、
船
員
保
険
法
第
９
１
条
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
差
額
一
時
金
、
同
法
第
９
２

条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
差
額
一
時

金
、
同
法
第
９
７
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺

族
年
金
、
同
法
第
１
０
１
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
遺
族
一
時
金
、
同
法
第
１
０
２
条
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則

第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
前

払
一
時
金
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
遺
族
前
払
一
時
金

（
２
）
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
４
９
号
）

第
７
７
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
及
び
同
法
第
７

９
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償

（
３
）
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
１
２
条
の
８
第
１

項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
給
付
、
同
項
第

４
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
、
同
法
第
２
０

条
の
２
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
障

害
給
付
、
同
条
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労

働
者
遺
族
給
付
、
同
法
第
２
１
条
第
３
号
の
規
定
に

よ
る
障
害
給
付
、
同
条
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族

給
付
、
同
法
附
則
第
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
５
９
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
、
同
法
附
則
第
６
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺

族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
６
０
条
の

２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年

金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
６
０
条
の
３
第
１
項

1



の
規
定
に
よ
る
複
数
事
業
労
働
者
障
害
年
金
前
払
一

時
金
、
同
法
附
則
第
６
０
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
複
数
事
業
労
働
者
遺
族
年
金
前
払
一
時
金
、
同

法
附
則
第
６
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
６
２
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
年
金
前
払
一
時
金
及
び
同
法
附
則
第
６

３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

（
４
）
　
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
８
０
号
）
第
１
２
条

の
３
の
規
定
に
よ
る
補
償

（
５
）
　
国
会
職
員
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
８
５
号
）

第
２
６
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
補
償

（
６
）
　
船
員
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第

９
２
条
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
及
び
同
法
第
９
３

条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
手
当

（
７
）
　
災
害
救
助
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
１
８

号
）
第
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金

（
８
）
　
消
防
組
織
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
２
６

号
）
第
２
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

（
９
）
　
消
防
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
８
６
号
）
第

３
６
条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

（
１
０
）
　
水
防
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
３
号
）

第
６
条
の
２
第
１
項
又
は
第
４
５
条
の
規
定
に
基
づ

く
補
償

（
１
１
）
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
１
９
１
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一
時
金
、
同
法
第
１

５
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償

一
時
金
、
同
法
附
則
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補

償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
８
項
の
規
定
に

よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
附
則

第
１
２
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一

時
金

（
１
２
）
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
補
償
で
あ

つ
て
前
号
に
規
定
す
る
補
償
に
相
当
す
る
も
の

イ
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

２
４
年
法
律
第
２
５
２
号
）
第
１
５
条

ロ
　
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
２
６
年
法
律

第
２
９
９
号
）

ハ
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
２
７
年
法
律
第
２
６
６
号
）
第
２
７
条
第
１
項

ニ
　
裁
判
官
の
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３

５
年
法
律
第
１
０
０
号
）

（
１
３
）
　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害

給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
４
５

号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同
法
第
５
条
第

１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
及
び
同
項
第

５
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
に
限
る
。
）

（
１
４
）
　
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害

給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
８
年
法
律
第
３
３

号
）
第
２
条
又
は
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
同

法
第
５
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付

及
び
同
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
に
限

る
。
）

（
１
５
）
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
１
６
５

号
）
第
１
０
３
条
第
１
２
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

（
１
６
）
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
３
０
年
法

律
第
９
７
号
）
第
１
６
条
第
１
項
（
同
法
第
２
３
条

の
３
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
支
払
い
で
同
条
第
４
項
（
同
法
第
２

３
条
の
３
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
府
に
対
し
て
補
償
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
及
び
同
法
第
７
２
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
損
害
の
て
ん
補

（
１
７
）
　
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学

校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

３
２
年
法
律
第
１
４
３
号
）
第
２
条
の
規
定
に
よ
る

補
償
（
同
法
第
３
条
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補

償
及
び
同
条
第
６
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
に
限

る
。
）

（
１
８
）
　
証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
１
０
９
号
）
第
３
条
の

規
定
に
よ
る
給
付
（
同
法
第
５
条
第
１
項
第
３
号
の

規
定
に
よ
る
障
害
給
付
及
び
同
項
第
５
号
の
規
定
に

よ
る
遺
族
給
付
に
限
る
。
）

（
１
９
）
　
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
３
６
年
法
律
第
２

２
３
号
）
第
８
４
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
償

（
２
０
）
　
河
川
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
６
７
号
）

第
２
２
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
補
償

（
２
１
）
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
４
２
年
法

律
第
１
２
１
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

障
害
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
一
時
金
、
同
法
第
３

１
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
及
び
遺
族
補
償

一
時
金
、
同
法
附
則
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
５

条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払

一
時
金
並
び
に
同
法
附
則
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
並
び
に
同
法
第
６

９
条
第
１
項
の
条
例
に
よ
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

補
償

（
２
２
）
　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
４
８
年
法
律
第
１
１
１
号
）
第
２
５
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
費
、
同
法
第
２
９
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
費
、
同
法
第
３
５
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
及
び
同
法

第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
補
償
手
当

（
２
３
）
　
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
２
年
法
律
第
４
９
号
）
第
１
８
条
の
規
定
に

よ
る
補
償

（
２
４
）
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ

ー
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
６
２
号
）
第
１
５
条

第
１
項
第
７
号
又
は
同
法
附
則
第
８
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金

（
２
５
）
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
６
年
法
律
第

１
１
２
号
）
第
１
６
０
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
補
償

（
２
６
）
　
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に

関
す
る
法
律
（
平
成
１
７
年
法
律
第
５
０
号
）
第
１

０
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
手
当
金
、
同
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
及
び
同
条
第
４

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
手
当
金
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
８
２
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

（
２
７
）
　
少
年
院
法
（
平
成
２
６
年
法
律
第
５
８
号
）

第
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
手
当
金
、
同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
及
び
同
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
手
当
金

（
令
第
４
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
算
定

方
法
）

第
１
３
条
　
令
第
４
条
に
定
め
る
額
は
、
同
条
第
１
号
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
調
整
基
礎
額
に
１
を
乗

じ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
２
号
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
給
付
等
が
行
わ
れ
る
べ
き
事

由
が
生
じ
た
時
か
ら
当
該
給
付
等
を
受
け
る
べ
き
時
ま

で
の
そ
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
お
け
る
法
定
利
率
に
よ

り
計
算
さ
れ
る
額
を
合
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
合

算
し
た
額
が
当
該
調
整
基
礎
額
と
な
る
べ
き
額
を
合
計

し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
調
整
基
礎
額
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
給

付
等
（
以
下
「
災
害
給
付
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
災
害
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
２
９
年
法
律
第
１
１
５

号
）
若
し
く
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
３
４
年
法
律
第
１

４
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
支
給
が
停

止
さ
れ
、
又
は
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
３
６
年
法
律

第
２
３
８
号
）
の
規
定
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
支
給
が

停
止
さ
れ
、
又
は
支
給
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
年

金
た
る
給
付
又
は
児
童
扶
養
手
当
の
額
（
そ
の
額
が
当

該
災
害
給
付
の
額
を
超
え
る
と
き
は
当
該
災
害
給
付
の

額
）
を
当
該
災
害
給
付
の
額
か
ら
減
じ
て
得
ら
れ
る
額

を
も
つ
て
、
前
項
の
調
整
基
礎
額
と
す
る
。

（
令
第
５
条
の
そ
の
他
の
者
の
収
入
日
額
の
算
定
方
法
）

第
１
４
条
　
令
第
５
条
の
そ
の
他
の
者
に
係
る
収
入
の
日

額
は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
日
以
前
１
年
間
に
お
け

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
を
当
該
期
間
の
総
日
数
で

除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
　
労
働
基
準
法
第
９
条
の
労
働
者
以
外
の
者
と
し

て
勤
労
に
基
づ
く
収
入
を
得
て
い
た
場
合
　
当
該
収

入
の
額

（
２
）
　
労
働
基
準
法
第
９
条
の
労
働
者
と
し
て
賃
金
収

入
を
得
て
い
た
場
合
　
同
法
第
１
２
条
に
規
定
す
る

平
均
賃
金
の
例
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以

下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
額
に
当

該
賃
金
収
入
を
得
て
い
た
期
間
の
日
数
を
乗
じ
て
得

た
額

（
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
係
る
遺
族
の
障
害
の
状
態
）

第
１
５
条
　
令
第
６
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
１
）
及
び
第

２
項
第
５
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害

の
状
態
は
、
別
表
に
定
め
る
第
５
級
以
上
の
障
害
等
級

に
該
当
す
る
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
又
は
負
傷
若

し
く
は
疾
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
若
し
く
は

精
神
に
、
労
働
が
高
度
の
制
限
を
受
け
る
か
、
若
し
く

は
労
働
に
高
度
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
場
合
）

第
１
５
条
の
２
　
法
第
９
条
第
３
項
の
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
１
）
　
懲
役
、
禁

こ錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た

め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
６

８
号
）
第
５
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に

お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院

を
含
む
。
）
に
拘
置
を
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
被
留

置
受
刑
者
と
し
て
留
置
施
設
に
留
置
を
さ
れ
た
場

合
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
に
拘
置
を

さ
れ
た
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労

役
場
に
留
置
を
さ
れ
た
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維

持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
６

号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の

執
行
の
た
め
監
置
場
（
監
置
の
裁
判
の
執
行
を
受
け

る
者
を
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
に
留
置
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
刑
事
施
設
又
は
留
置
施
設
を
含
む
。
）

に
留
置
を
さ
れ
た
場
合

（
２
）
　
少
年
法
第
２
４
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
号

の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
又
は
児
童

自
立
支
援
施
設
に
送
致
を
さ
れ
、
収
容
を
さ
れ
た

場
合

2



（
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
１
６
条
　
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
１
０

条
第
１
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
え
て
、
遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書

（
様
式
第
１
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
　
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
そ

の
他
当
該
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
の

年
月
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
２
）
　
申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
犯
罪

被
害
者
と
の
続
柄
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の

区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
５
２
条
の
１
９
第
１
項
の

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す

る
。
）
の
発
行
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他

の
証
明
書

（
３
）
　
申
請
者
が
犯
罪
被
害
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
当
時
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
４
）
　
申
請
者
が
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た

者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
１
順

位
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
５
）
　
申
請
者
が
生
計
維
持
関
係
遺
族
で
あ
る
と
き

は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
当
時
犯
罪
被
害
者
の
収

入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
事
実
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

（
６
）
　
申
請
者
が
令
第
６
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
１
）

の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害
の
状
態
に

あ
つ
た
妻
又
は
同
条
第
２
項
第
５
号
に
該
当
し
て
い

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
当

時
、
そ
れ
ら
の
障
害
の
状
態
に
あ
つ
た
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

（
７
）
　
申
請
者
以
外
の
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
遺
族
に
生
計
維
持
関
係
遺
族
が
含
ま

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

（
８
）
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
生
計
維
持
関
係
遺
族

に
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
当
時
８
歳
未
満
で
あ
つ
た

者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
者
の
生
年
月
日

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
９
）
　
犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得

て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
１
０
）
　
法
第
１
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由

及
び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類

（
１
１
）
　
法
第
９
条
第
５
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア
　
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
日
及
び
負
傷

又
は
疾
病
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師

の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

イ
　
次
条
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
書
類

（
１
２
）
　
法
第
９
条
第
５
項
第
２
号
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア
　
前
号
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
次
条
第
５
号
ア
、
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
書
類

（
重
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
１
７
条
　
重
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
１

０
条
第
１
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
重
傷
病
給
付
金
支
給
裁
定
申
請

書
（
様
式
第
２
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
　
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
日
、
法
第
９

条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る
入
院
日
数
及

び
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科

医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
負

傷
又
は
疾
病
が
重
傷
病
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
２
）
　
犯
罪
被
害
者
が
令
第
９
条
に
掲
げ
る
法
律
の
規

定
に
よ
り
療
養
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

（
３
）
　
法
第
９
条
第
２
項
の
犯
罪
被
害
者
負
担
額
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
４
）
　
法
第
１
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及

び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

（
５
）
　
法
第
９
条
第
３
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類

ア
　
負
傷
又
は
疾
病
の
療
養
の
た
め
従
前
の
勤
労
に

従
事
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
関
す
る
医

師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類

イ
　
犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得

て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

ウ
　
法
第
９
条
第
３
項
の
休
業
日
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
単
に
「
休
業
日
」
と
い
う
。
）
の
数
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

エ
　
休
業
日
に
法
第
９
条
第
３
項
の
部
分
休
業
日
が

含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
休
業
日
に
つ
い
て

得
た
収
入
の
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
障
害
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
１
８
条
　
障
害
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
法
第
１
０

条
第
１
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
え
て
、
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書

（
様
式
第
３
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
　
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
た
こ
と
及
び
治
つ
た
日

並
び
に
そ
の
治
つ
た
と
き
に
お
け
る
身
体
上
の
障
害

の
部
位
及
び
状
態
（
犯
罪
被
害
者
が
当
該
障
害
に
よ

り
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
必
要
の
程
度
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の

書
類

（
２
）
　
同
一
の
部
位
に
つ
い
て
既
に
身
体
上
の
障
害
が

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
既
存
の
身
体
上
の
障
害
の
部

位
及
び
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断

書
そ
の
他
の
書
類

（
３
）
　
犯
罪
被
害
者
が
そ
の
勤
労
に
基
づ
い
て
通
常
得

て
い
た
収
入
の
日
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
４
）
　
法
第
１
０
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
や
む
を
得
な
い
理
由
及

び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

（
損
害
賠
償
を
受
け
た
場
合
の
届
出
）

第
１
９
条
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定

の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
犯
罪
被
害
を
原
因
と
し
て

損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
裁

定
の
申
請
を
行
つ
た
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
１
）
　
損
害
賠
償
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
犯

罪
被
害
者
と
の
続
柄

（
２
）
　
損
害
賠
償
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
職
業
及

び
加
害
者
と
の
関
係

（
３
）
　
損
害
賠
償
を
受
け
た
年
月
日

（
４
）
　
受
領
し
た
損
害
賠
償
額
及
び
そ
の
内
訳

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
処
分
の

通
知
等
）

第
２
０
条
　
公
安
委
員
会
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
裁
定
を
行
つ
た
と
き
、
法
第
１
３
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
却
下
し
た
と
き
、
又
は
仮

給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知
書

（
様
式
第
４
号
）
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申

請
却
下
通
知
書
（
様
式
第
５
号
）
又
は
仮
給
付
金
支
給

決
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
）
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を

申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
犯
罪

被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
な
い
旨
の
通
知
を
除
く
。
）

を
す
る
と
き
は
、
当
該
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
又
は
当

該
仮
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、
併
せ

て
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
又
は
仮
給
付
金

支
払
請
求
書
（
様
式
第
７
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
等
の
支
払
の
請
求
）

第
２
１
条
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
裁

定
又
は
仮
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
を
受
け
た
者

は
、
そ
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条

第
２
項
に
規
定
す
る
請
求
書
を
国
に
提
出
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
等
の
経
由
）

第
２
２
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
に
対

す
る
申
請
書
又
は
届
出
書
の
提
出
は
、
そ
の
者
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第
２
３
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
２
人
以
上
の
者
が
同
時
に
申
請
書
を
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
、
一
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
書
類
に
よ
り
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
書
類
に
係
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
、
他
方
の
申
請
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を

記
載
し
て
、
他
方
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
当
該
書
類
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
は
、

特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規

定
に
よ
り
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
保
存
）

第
２
４
条
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
書
類
は
、

そ
の
取
扱
い
が
完
結
し
た
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
５
６
年
１
月

１
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
５
７
年
７
月
２
３
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
４
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
５
７
年
７
月
２
６
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
日
本
学
校
健
康
会
法
附
則
第
１
３
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
日
本
学
校
安
全
会
法
（
昭
和
３
４
年
法
律
第

１
９
８
号
）
の
規
定
に
よ
る
廃
疾
見
舞
金
及
び
死
亡
見

舞
金
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施

行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

3



う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
１
２

条
第
１
２
号
に
規
定
す
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞

金
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
５
７
年
９
月
２
５
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
５
７
年
１
０
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
６
０
年
３
月
２
３
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
７
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
０
年
政
令
第
２
４
号
）
第

３
６
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
企
業
体
職
員
の

通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭

和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
第
５
条
及
び
第
６
条
の

規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族

補
償
（
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
法
（
昭
和
５
９
年

法
律
第
６
９
号
）
附
則
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤

災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）

並
び
に
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
、
電
気
通
信
事
業

法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事

業
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
６
０
年
政
令
第
３
１
号
）
第
４
６
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
公
共
企
業
体
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害

に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令
第
５
条
及
び
第
６
条
の

規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族

補
償
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
（
昭
和
５
９
年
法

律
第
８
５
号
）
附
則
第
１
２
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含

む
。
）
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法

施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規

則
第
１
２
条
第
７
号
に
規
定
す
る
通
勤
災
害
障
害
補
償

及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
６
１
年
２
月
２
１
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
１
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
１
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
１
３
条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
健
康
会
法
（
昭
和

５
７
年
法
律
第
６
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
見
舞
金

及
び
死
亡
見
舞
金
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付

金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
新
規
則
第
１
２
条
第
１
２
号
に
規
定
す
る
障
害
見

舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
６
２
年
３
月
２
７
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
２
年
政
令
第
５
４

号
）
第
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄

道
の
職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す

る
政
令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
第
５
条
の

規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び
同
令
第
６
条
の

規
定
に
よ
る
通
勤
災
害
遺
族
補
償
（
日
本
国
有
鉄
道
改

革
法
等
施
行
法
（
昭
和
６
１
年
法
律
第
９
３
号
）
第
２

９
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
災
害
障
害
補
償
及
び

通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正

前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
１
２

条
第
７
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員

の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
６
２
年
政
令
第
５
４
号
）

第
７
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
国
有
鉄
道
の

職
員
の
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
政

令
（
昭
和
４
８
年
政
令
第
３
５
４
号
）
」
と
、
「
通
勤
災

害
遺
族
補
償
」
と
あ
る
の
は
「
通
勤
災
害
遺
族
補
償

（
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
６
１
年
法

律
第
９
３
号
）
第
２
９
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
通
勤

災
害
障
害
補
償
及
び
通
勤
災
害
遺
族
補
償
を
含
む
。
）
」

と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
６
３
年
２
月
２
４
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
１
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
６
３
年
３
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
三
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給

裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知

書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知

書
、
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
支
払
請
求
書
及
び
仮
給
付
金
支
払
請
求
書
の
様
式

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給

法
施
行
規
則
の
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
〇
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
十
二
条
第
八
号
及
び
第
十
号
の
規
定

は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
裁
定
に
係

る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
六
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以

後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に

係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に

係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
一
二
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

支
給
法
施
行
規
則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機

械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等

に
関
す
る
規
則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、

指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
、
自
動
車

の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
、
原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式

認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所

が
行
う
教
習
の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物

質
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営
業
法

施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
施
行
規

則
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管

理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
、
風
俗
営
業
等
の

規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
、
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規

則
、
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
、
指
定
車
両
移

動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規
則
、
自
動
車
の
保
管
場
所

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、

原
動
機
を
用
い
る
歩
行
補
助
車
等
の
型
式
認
定
の
手
続

等
に
関
す
る
規
則
、
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習

の
課
程
の
指
定
に
関
す
る
規
則
、
特
定
物
質
の
運
搬
の

届
出
等
に
関
す
る
規
則
及
び
古
物
営
業
法
施
行
規
則
に

規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ

れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
氏

名
を
記
載
し
及
び
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
九
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
十
条
及
び
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則

の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死

亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に

よ
る
死
亡
又
は
重
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給

裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知

書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知

書
、
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
並
び
に
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
支
払
請
求
書
及
び
仮
給
付
金
支
払
請
求
書
の

様
式
は
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
か

ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附

則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
体
育
・
学
校

4



健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

の
規
定
に
よ
る
障
害
見
舞
金
及
び
死
亡
見
舞
金
は
、
改

正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新

規
則
第
十
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
障
害
見
舞
金
及
び

死
亡
見
舞
金
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
一
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害

に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に

係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平

成
十
六
年
七
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ

る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及

び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
六
年
七
月
一
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に

よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金

及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡

又
は
障
害
に
係
る
新
規
則
第
一
条
、
第
九
条
及
び
第
十

三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
本
文
中

「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
」
と
あ
る

の
は
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政

令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
令
に
よ

る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
」

と
、
同
条
第
一
号
、
第
九
条
及
び
第
十
三
条
中
「
令
別

表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
令

別
表
第
一
」
と
す
る
。

４
　
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
基
づ
い
て
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害

給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
（
以
下
「
読
替
え
後
の
新

規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族

給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ

れ
ぞ
れ
読
替
え
後
の
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付

金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
の
内
払
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年

七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
二
条
、
第
三
条
、
第
七
条
、
第
八
条
及

び
第
十
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に

行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ

る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
及
び
重
傷
病
給
付
金

支
給
裁
定
申
請
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号

及
び
様
式
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
一
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平

成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ

る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及

び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に

よ
る
死
亡
又
は
障
害
に
係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金

及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
に

係
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
係

る
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
障
害
が

ひ脾

臓
又
は
一
側
の

じ
ん腎

臓
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
（
同

表
の
第
七
級
の
項
第
五
項
に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
と

き
を
除
く
。
）
に
は
、
同
表
の
第
八
級
の
項
に
相
当
す

る
障
害
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

ま
で
に
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
に
よ
る
改
正
前

の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い

て
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
支
給

さ
れ
た
者
で
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）

及
び
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付
金

又
は
障
害
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
旧
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
仮
給
付

金
、
遺
族
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新

令
及
び
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
、
遺
族
給
付

金
又
は
障
害
給
付
金
の
内
払
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
九
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
死
亡
又
は
障

害
（
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
刑
事
施
設
ニ
於
ケ
ル
刑
事
被
告
人
ノ
収
容

等
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
被
収
容
者
の
死
亡
又
は
障
害

に
限
る
。
）
を
原
因
と
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被

害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
三
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
及
び
第
十
号
並
び
に
第
十
八
条
第
一
号
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯

罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、

重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

第
三
条
　
遺
族
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
重
傷
病
給
付

金
支
給
裁
定
申
請
書
、
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請

書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知

書
及
び
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書
の
様
式
は
、
改
正

後
の
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
、
様
式
第
五

号
及
び
様
式
第
六
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の

間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
第
五
条
第
二
号
並
び
に
第
十
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は

障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重

傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
一
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害

者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年

六
月
十
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障
害
に

係
る
仮
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障
害
に
係
る
仮

給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
障

害
に
係
る
仮
給
付
金
及
び
障
害
給
付
金
に
係
る
新
規
則

別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
七
級
の
項

第
十
二
号
中
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
又
は
女
子

の
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の
」
と
、
同
表

第
九
級
の
項
第
十
六
号
中
「
外
貌
」
と
あ
る
の
は
「
男

子
の
外
貌
」
と
す
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
仮
給
付
金
又
は

障
害
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
新
規
則
の
規
定
に
よ

る
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給

さ
れ
た
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新

規
則
の
規
定
に
よ
る
仮
給
付
金
又
は
障
害
給
付
金
の
内

払
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
七
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
十
二
条
第
二
十
六
号
の
改
正
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
一
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
〇
日
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
第
二
条
第
三
号
、
第
三
条
並
び
に
第

十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重

傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死

亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
少
年
院
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
死
亡
又
は
障

害
を
原
因
と
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ

る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
一
二
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金

の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
二
条
、
第
三
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条

ま
で
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
六
号
の
規
定
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に

よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又

は
障
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
障
害
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給

付
金
支
給
裁
定
通
知
書
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給

裁
定
申
請
却
下
通
知
書
、
仮
給
付
金
支
給
決
定
通
知
書

並
び
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
及
び
仮
給

付
金
支
払
請
求
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
様
式
第
三
号

か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分

の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
一
九
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
二
号
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

第
二
条
　
施
行
日
前
に
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等

に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
十
三
条
第
一
項
の
当
該
給
付
等
が
行
わ
れ
る
べ
き

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
算
定
に
用
い
る
法

定
利
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
二
九
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
五
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支

援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
重
傷
病
又
は
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
障
害
を
原
因
と
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十

二
条
及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
十
五
条
関
係
）

障害等級

身
体
上
の
障
害

第一級

一
　
両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

6



第二級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以

下
に
な
つ
た
も
の

二
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第三級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以

下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第四級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す

も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

四
　
一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第五級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下

に
な
つ
た
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を

残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、

特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四
　
一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
　
両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第六級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す

も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声

を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

五
　

せ
き脊

柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す

も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

八
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指

を
失
つ
た
も
の

第七級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下

に
な
つ
た
も
の

二
　
両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
つ
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、

軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の

五
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な

労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

六
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指

の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

九
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残

す
も
の

十
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残

す
も
の

十
一
　
両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
二
　
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
三
　
両
側
の

こ
う睾

丸
を
失
つ
た
も
の

第八級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇

二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

せ
き脊

柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

四
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た

も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の五
　
一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し

た
も
の

八
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

十
　
一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第九級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を

残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
　
鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残

す
も
の

六
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な

つ
た
も
の

八
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力

が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

九
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

十
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、

服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限

さ
れ
る
も
の

十
一
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す

る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ

る
も
の

十
二
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を

失
つ
た
も
の

十
三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し

た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た

も
の

十
四
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指

を
失
つ
た
も
の

十
五
　
一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
六
　
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

十
七
　
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第十級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

四
　
十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に

な
つ
た
も
の

六
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用

を
廃
し
た
も
の

八
　
一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失

つ
た
も
の

十
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著

し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第十一級

一
　
両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運

動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も

の三
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
　
十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も

の六
　
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　

せ
き脊

柱
に
変
形
を
残
す
も
の

八
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の

用
を
廃
し
た
も
の

十
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
労
務
の

遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

第十二級

一
　
一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運

動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も

の三
　
七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

四
　
一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
　
鎖
骨
、
胸
骨
、

ろ
つ肋

骨
、
肩

こ
う胛

骨
又
は
骨
盤
骨
に

著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障

害
を
残
す
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障

害
を
残
す
も
の

八
　
長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九
　
一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

十
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た

も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
、
第
二

の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
第
三

の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

7



十
二
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の

用
を
廃
し
た
も
の

十
三
　
局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

十
四
　
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第十三級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　
一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を

残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は

ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五
　
五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

六
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た

も
の

十
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指

を
失
つ
た
も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、

第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
の
用
を
廃
し
た

も
の

第十四級

一
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は

ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二
　
三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は

小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も

の四
　
上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
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式
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（
第
１
６
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関
係
）

様式第1号（第16条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・令2公安規13・一部改正）（表面）遺族給付金支給裁定申請書年月日公安委員会殿フリガナ氏名本籍・国籍申請者住所犯罪被害者との続柄下記により、遺族給付金の支給の裁定を申請します。前①犯罪行為の行われた日時年月日午時ころ後②犯罪行為の行われた場所フリガナ男・女氏名生年月日年月日生本籍・国籍③犯罪被害者住所勤務先名称・所在地犯罪被害死亡年月日年月日④犯罪被害の発生状況負傷し、又は疾病⑤①と同じ・それ以外の日（年月日）にかかった日死を負傷又は疾病の亡受⑥状態前けにた⑦犯罪被害者負担額円療場収入の全部又は一養合⑧部を得ることがで日きなかった日数都道⑨取扱捜査機関警察署府県犯罪被害者⑩氏名住所との続柄他の第一順位遺族犯罪被害者⑪氏名職業住所との続柄生計維持関係遺族受領した損害⑫損害賠償を受けたことの有無有（円）・無賠償の価額備考※受付年月日第号警察署経由◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。（日本産業規格A列4番）（裏面）注意1遺族給付金の支給を受けることができるのは、犯罪被害者の死亡の時において、次のからまでのいずれかに該当する遺族であり、その順位は、法定の除外事由がない限り、、、の順序（及びに掲げる遺族については、それぞれに掲げる順序）です。自分よりも先順位の遺族がある場合は、遺族給付金を受けることはできません。犯罪被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。）犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹2申請者は、※印の欄には記入しないでください。3記入すべき事項のない欄には斜線を引き、記入すべき事項が不明である場合には「不明」と記入し、記入すべき額の算定が困難である場合には「算定困難」と記入し、事項を選択する場合には該当する事項を〇で囲んでください。4⑤から⑧までの欄は、犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病について死亡前に療養を受けた場合にのみ記入してください。5⑥の欄は、その記入事項が添付する診断書等の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」等と記入してください。6⑦の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額（⑤から3年を経過するまでの間における保険診療による医療費の自己負担部分に相当する額）を記入してください。7⑧の欄は、犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかった日がある場合にのみ、その日数を記入してください。8⑪の欄は、犯罪被害者の収入によって生計を維持しており、かつ、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令（以下「令」という。）第6条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する遺族（申請者及び他の第一順位遺族を含む。）をすべて記入してください。9この申請書には、次の書類を添えて出してください。ただし、これらの書類の1通で他のことも明らかにすることができるときは、他のことについて同じ書類を添える必要はありません。また、同一の世帯に属する他の遺族が同時に申請書を提出する場合で、他の申請書に同じ書類を添えているときは、その旨をこの申請書の備考欄に記入すれば、重複してその書類を添える必要はありません。犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類（例えば住民票の写し）申請者が1の又はに掲げる遺族であるときは、自分よりも先順位の遺族がいないことを証明することができる書類（例えば先順位の遺族の死亡を明らかにすることができる戸籍の抄本）申請者が犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持しており、かつ、令第6条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する遺族（以下「生計維持関係遺族」という。）であったときは、申請者が犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類（例えば住民票の写し）申請者が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条で定める障害の状態にある妻又は令第6条第2項第5号に該当する遺族であったときは、犯罪行為の行われた当時、それらの障害の状態にあったことを証明することができる医師の診断書その他の書類申請者以外の1のからまでに掲げる遺族に生計維持関係遺族が含まれているときは、その該当する事実を証明することができる書類の生計維持関係遺族である者に犯罪行為が行われた当時8歳未満であった者が含まれているときは、その者の生年月日を証明することができる書類犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類（例えば給与証明書、給与所得の源泉徴収票など）犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（以下「法」という。）第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類（例えば医師の診断書、申述書など）法第9条第5項に規定する場合には、次に掲げる書類（同項第1号に掲げる場合はアからウまで、同項第2号に掲げる場合はアからオまでの書類）ア負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態（負傷又は疾病の療養のため従前の勤労に従事できないと認められる場合には、そのことに関する事項を含む。）に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類（例えば傷病診断書など）イ犯罪被害者が令第9条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類（例えば健康保険の被保険者証の写しなど）ウ法第9条第5項第1号又は第2号の犯罪被害者負担額を証明することができる書類（例えば死亡前に犯罪被害者が医療機関等から受領した領収書など）エ法第9条第3項の休業日の数を証明することができる書類（例えば勤労の状況に係る証明書など）オ休業日に法第9条第3項の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類（例えば勤労の状況に係る証明書など）10この申請書について分からないところがありましたら、最寄りの警察署や警察本部にお問い合わせください。

8



 

様
式
第
２
号
（
第
１
７
条
関
係
）

様式第2号（第17条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・令2公安規13・一部改正）（表面）重傷病給付金支給裁定申請書年月日公安委員会殿フリガナ申請者氏名下記により、重傷病給付金の支給の裁定を申請します。犯罪行為の行われ前①年月日午時ころた日時後犯罪行為の行われ②た場所フリガナ男・女氏名生年月日年月日生③犯罪被害者本籍・国籍住所勤務先名称・所在地④犯罪被害の発生状況犯罪被害負傷し、又は疾病⑤①と同じ・それ以外の日（年月日）にかかった日⑤から3年以内の⑥日入院日数負傷又は疾病の状⑦態⑧犯罪被害者負担額円収入の全部又は一⑨部を得ることがで日きなかった日数都道⑩取扱捜査機関警察署府県受領した損害⑪損害賠償を受けたことの有無有（円）・無賠償の価額備考※受付年月日第号警察署経由◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。（日本産業規格A列4番）（裏面）注意1申請者は、※印の欄には記入しないでください。2記入すべき事項のない欄には斜線を引き、記入すべき事項が不明である場合には「不明」と記入し、記入すべき額の算定が困難である場合には「算定困難」と記入し、事項を選択する場合には該当する事項を〇で囲んでください。3⑥の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のために、⑤から3年を経過するまでの間において、病院に入院した日数を記入してください。4⑦の欄は、その記入事項が添付する診断書の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入してください。5⑧の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養についての犯罪被害者負担額（⑤から3年を経過するまでの間における保険診療による医療費の自己負担部分に相当する額）を記入してください。6⑨の欄は、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかった日がある場合にのみ、その日数を記入してください。7この申請書には、次の書類を添えて出してください。負傷し、又は疾病にかかった日、負傷し、又は疾病にかかった日から起算して3年を経過するまでの間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの犯罪被害者が犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第9条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類（例えば健康保険の被保険者証の写しなど）犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（以下「法」という。）第9条第2項の犯罪被害者負担額を証明することができる書類（例えば医療機関等から受領した領収書など）法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類（例えば医師の診断書、申述書など）法第9条第3項に規定する場合には、次の書類ア負傷又は疾病の療養のため従前の勤労に従事することができないと認められることに関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類（例えば傷病診断書など）イ犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類（例えば給与証明書、給与所得の源泉徴収票など）ウ法第9条第3項の休業日の数を証明することができる書類（例えば勤労の状況に係る証明書など）エ休業日に法第9条第3項の部分休業日が含まれるときは、当該部分休業日について得た収入の額を証明することができる書類（例えば勤労の状況に係る証明書など）8この申請書について分からないところがありましたら、最寄りの警察署や警察本部にお問い合わせください。
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様式第3号（第18条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・令2公安規13・一部改正）（表面）障害給付金支給裁定申請書年月日公安委員会殿フリガナ申請者氏名下記により、障害給付金の支給の裁定を申請します。犯罪行為の行われ前①年月日午時ころた日時後犯罪行為の行われ②た場所フリガナ男・女氏名生年月日年月日生本籍・国籍③犯罪被害者住所犯罪被害勤務先名称・所在地負傷又は疾病が年月日治った日④犯罪被害の発生状況⑤身体上の障害の部位及び状態介護を要する状態の区分（常に介護を要する・随時介護を要する）都道⑥取扱捜査機関警察署府県⑦既存の身体上の障害の状態損害賠償を受けたことの受領した損害⑧有（円）・無有無賠償の価額備考※受付年月日第号警察署経由◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。（日本産業規格A列4番）（裏面）注意1申請者は、※印の欄には記入しないでください。2記入すべき事項のない欄には斜線を引き、記入すべき事項が不明である場合には「不明」と記入し、事項を選択する場合には該当する事項を〇で囲んでください。3③の欄の「負傷又は疾病が治った日」には、負傷又は疾病が治っていない場合でも、その症状が固定したときは、その固定した日を記入してください。4⑤の欄は、その記入事項が添付する診断書の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入してください。5⑤の欄の「介護を要する状態の区分」は、介護を要する状態である場合にのみ、該当する事項を〇で囲んでください。6⑦の欄は、既に身体上の障害のある犯罪被害者が、犯罪行為により、同一の部位について障害の程度を加重した場合に記入するものとし、記入事項が添付する診断書の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入してください。7この申請書には、次の書類を添えて出してください。負傷又は疾病が治ったこと及び治った日並びにその治ったときにおける身体上の障害の部位及び状態（介護を要する状態である場合にあっては、その必要の程度を含む。）に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類同一の部位について既に身体上の障害があったときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類（例えば給与証明書、給与所得の源泉徴収票など）犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類（例えば医師の診断書、申述書など）8この申請書について分からないところがありましたら、最寄りの警察署や警察本部にお問い合わせください。
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様式第4号（第20条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・一部改正）（表面）第号年月日住所氏名殿公安委員会犯罪被害者等給付金支給裁定通知書年月日付けで支給裁定の申請がありました犯罪被害者等給付金については、下記の理由により、こととしましたので通知します。支給を受けることが犯罪被害者等給付金の種類できる犯罪被害者等犯罪被害者等給付金の額円給付金の種類及び額理由◎裏面の注意をよく読んでください。（日本産業規格A列4番）（裏面）注意1この裁定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、国家公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、裁定の通知を受けた日から3か月以内であっても、裁定の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。2裁定の取消しの訴え（取消訴訟）は、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければできません。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで裁定の取消しの訴えを提起することができます。審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。3裁定の取消しの訴えは、当該裁定についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、を被告として（訴訟においてを代表する者は公安委員会となります。）提起しなければなりません。

 

様
式
第
５
号
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第5号（第20条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・一部改正）第号年月日住所氏名殿公安委員会犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書年月日付けで犯罪被害者等給付金（遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金）の支給裁定の申請がありましたが、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第13条第3項の規定により、その申請を却下しましたので通知します。なお、この処分に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、国家公安委員会に対して審査請求をすることができます（処分の通知を受けた日から3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。また、処分の取消しの訴え（取消訴訟）は、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、を被告として（訴訟においてを代表する者は公安委員会となります。）提起しなければなりません（なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、国家公安委員会に対して審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。（日本産業規格A列4番）  
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様
式
第
６
号
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第6号（第20条関係）（平30公安規6・全改、令元公安規3・一部改正）第号年月日住所氏名殿公安委員会仮給付金支給決定通知書年月日付けで犯罪被害者等給付金（遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金）の支給裁定の申請がありましたが、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第12条第1項の規定により、下記の額の仮給付金を支給することを決定しましたので通知します。仮給付金の額円（日本産業規格A列4番）  

様
式
第
７
号
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第7号(第20条関係) 

(表 面) 

犯罪被害者等給付金 

仮 給 付 金 
支払請求書 

年  月  日   

 

  警察庁支出官 殿 

 

 

フリガナ              

氏 名              

住 所              

 下記により 
犯罪被害者等給付金 

仮 給 付 金 
の支払を請求します。 

 請求金額             円 也 

① 
裁 定 番 号 第 号 

等
給
付
金 

犯
罪
被
害
者 

裁 定 年 月 日 年    月    日 

裁 定 公 安 委 員 会 名 公 安 委 員 会 

種 類 遺 族給 付金 ・重傷 病給 付金 ・障 害給付 金 

②
仮
給
付
金 

決 定 番 号 第 号 

決 定 年 月 日 年    月    日 

決 定 公 安 委 員 会 名 公 安 委 員 会 

③ 

ア 口 座 振 込 

銀 行 

金 庫 

本 店 

支 店 払
渡
し
を
希
望
す
る
機
関 

払
渡
し
を
受
け
る
方
法
及
び 

預金の種類(                 ) 

口 座 番 号 第               号 

イ 送 金 支 払 銀 行 

金 庫 

本 店 

支 店 

ウ 送 金 支 払 郵便局 

(日本産業規格A列4番)  

 

(裏 面) 

注意 

1 「請求金額」には、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書又は仮給付金支給決定通知書に

記載されている「犯罪被害者等給付金の額」又は「仮給付金の額」を記入してください。 

2 ①の欄の「裁定番号」及び「裁定年月日」には、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書に

記載されている裁定番号及び裁定年月日を記入してください。 

3 ②の欄の「決定番号」及び「決定年月日」には、仮給付金支給決定通知書に記載されて

いる決定番号及び決定年月日を記入してください。 

4 ③の欄は、「ア」から「ウ」までのうち希望するものを1つだけ選び、その記号を○で

囲んでください。払渡しを希望する銀行又は金庫の名称は、正確に記入してください。 

  なお、「ア 口座振込」の欄は、銀行又は金庫に請求者名義の預金口座がある人だけ

が記入してください。 

5 この請求書は、下記宛てに郵送してください。なお、下記の郵便番号は警察庁の個別の

郵便番号ですから、警察庁の所在地の記載の必要はありません。 

    郵便番号100―8974 

       警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 

6 この請求書について分からないところがありましたら、警視庁又は道府県警察本部にお

問い合わせください。 
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